
別記様式第６ 鑑定評価書（ 年地価調査）

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨
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①－２基準地が共通地点(代表標準地等と同一地点)
である場合の検討

　前年標準価格

　標準地番号 －

円／㎡

円／㎡　　　公示価格

②変動率 年間 半年間％ ％
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の
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要 因

地 域

要 因

個別的

要 因

住宅 中小規模一般住宅にアパ
ートも見られる住宅地域

学芸大学1.2 ㎞

特にない 基準方位：北
６ｍ区道

学芸大学駅北西方1.2 
㎞

わが国の景気は、持ち直しの動きがみられる。一方で、消費者物価は
このところ上昇している。

不動産市況以外に不動産の価格に影響を与える地域要因の変動はない
。

個別的要因の変動はない。

近隣地域は中小規模一般住宅を中心にアパート等も見られる旧来からの住宅地域であり、地域内に格別の変動要
因はないことから当分は現状を維持すると予測する。

年 月 日

年 月 日

更地としての鑑定評価

１㎡当たりの価格

(４)鑑定評価日

(５)価格の種類

円／㎡[　　 　年1月]

鑑定評価額

(１)価格時点

(２)実地調査日

(３)鑑定評価の条件

円

年 月 日

円／㎡

正常価格

１ 基本的事項

(６)

路線価又は倍率

倍率種別

倍
路
線
価

(7)試算価格の調整・

　 額の決定の理由　　　
　 検証及び鑑定評価

(6)市場の特性

基準地は一般住宅を中心にアパート等も見られる住宅地域に所在し、取引の中心は戸建住宅地として自己利用を目的と
するもので、居住環境が重視される。賃貸用共同住宅も存するが、土地価格に見合う収益は確保できず収益価格は相対
的に低い。したがって、信頼性のある取引事例による、市場の実態を反映した比準価格を重視し、収益価格を比較考量
し、類似性が認められる公示価格及び指定基準地との価格検討を踏まえ、鑑定評価額を上記のとおり決定した。

同一需給圏は、世田谷区内の東急東横線や東急田園都市線を中心とする鉄道沿線の住宅地域である。需要者は戸建住宅
地として自己利用目的で取得する地縁を有する個人や他区から流入した買替層等である。供給が相対的に少ない中で、
都心に近く居住環境や利便性が良好な住宅地に対する需要は強い。市場で中心となる土地の価格帯は規模により幅がで
るが７千万円から１億円台である。

①－１対象基準地の検討
継続　　新規

代表標準地　　標準地

宅地-1

日提出年 月

世田谷(都) － 18

開発法　　　　 開発法による価格 円／㎡

の適用

業者名

氏名

基準地番号 提出先 所属分科会名

令和 4

令和 4 7 1

令和 4 7 5

世田谷(都)　 － 18 東京都 区部第７ 不動産鑑定士 松浦　理映子

一般財団法人　日本不動産研究所　本社事業部

令和 4 6 25

令和 4 7 4

世田谷区下馬三丁目４５番１５
「下馬３－７－８」

231

1：2 Ｗ 3

北西6 m

区道

水道、

ガス、

下水

１低専
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準防
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（その他）

(60,150)
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102.1
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